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 工事名称：東村産業支援住宅設備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村役場 農林水産課 

 



１．工事名称  東村産業支援住宅設備工事 

 

２．工事場所  東村字有銘 499番地 2 

 

３．工  期  契約の翌日から令和９年１月 29日まで 

 

４．工事概要  電気設備工事（分電盤、配線、照明等） 一式、 

及び機械設備工事（給排水衛生、給湯、換気等） 一式 

         構  造：ＣＢ造 平屋造 × ３戸 

         建築面積：115.20㎡ 

   床 面 積：102.06㎡  ※建築面積及び床面積は１戸当たりの面積 

          

５．工事範囲  本工事特記仕様書及び設計図面（本書を含む）に示す工事の施工一切 

          

６．関連工事  本工事と関連する別契約の工事は下記のとおりである。 

○東村産業支援住宅建築工事 

         関連工事関係者と密接に連絡調整を行い、円滑な施工が図れるよう 

         努めるものとする。 

 

７．提出書類  別紙２参照。 

          

８．現場代理人及び主任技術者等 

    現場には次の要員を常駐させること 

(１) 現場代理人：工事請負契約書及び特記仕様書による。（１名） 

(２) 主任技術者：①建設業法第 26条に基づき、施工する業種（電気工事・管工事）ご

とに、それぞれの資格要件を満たす主任技術者を「別個に（原則 2

名）」配置しなければならない。ただし、同一技術者が両方の資格

を保有しており、かつ自社の正社員(直接的雇用関係が 3カ月以上)

である場合に限り、発注者の書面による承認を得て、兼任すること

を認める。 

②主任技術者は「非専任（他現場との兼任）」であることを認める。

ただし、名前だけのペーパー技術者配置を防止し、トラブルを未然

に防ぐため、主要工程においては、必ず現場に赴き、直接の指導監

督および発注者との協議を行わなければならない。 

 

 

 

 



９．官公署へ手続き 

 （１）本工事に必要な官公署及びその他の機関への許可等必要な申請及び手続きは、遅                   

  滞なく行い、かつ、これからの手続きに要する費用はすべて請負業者の負担とする。 

 （２）資材の搬出入について手続きは、所轄警察署及び道路管理等と十分調整のうえ、 

  請負業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両重体 

  の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。 

 

10．工事用水・工事用電力等 

  当該工事及び検査に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは請負業者

で行い、かつ、その設置に要する費用・使用料金は請負業者の負担とする。 

 

11. 工事用看板等 

 （1）工事用看板の設置。 

 （2）安全表示板、交通表示板を現場内外の必要な箇所に設置する。 

 

12．着工前の隣接施設の調査及び周辺の配慮 

工事により隣接施設（土地・家屋・工作物及び道路等）を汚染、損壊しないように十

分な予防措置を取り、また、工事に伴い発生する騒音等の公害についても万全な措置を

講ずること。汚染、損壊した場合は、原状回復すること。 

  なお、工事に先立ち、現場内外における隣接施設の状態を調査及び写真撮影等により

記録すること。 

  以上は、搬入経路についても同様とする。 

 

13．埋設物等 

  工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や発見した場合は、速やかに

監督員に報告し、指示に従うこと。 

 

14．工程管理等 

原則として、週 1回の工程会議を開催すること。（週間工程表を作成し工程会議に望む

こと）毎月 1回月間工程表を作成提出する。（月 5日内に、定期報告を提出する） 

  

15．資材等の運搬 

  土砂等の運搬が運送契約により行われる場合は、正規の運転免許を受けた者及び車両    

 を使用すること。また、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を十分行う

こと。 

 



16．瑕疵検査 

  請負業者は、工事完了後 1年及び 2年以内に、東村長の指示により瑕疵検査を受けな

ければならない。なお、この検査で発見された瑕疵は、速やかに修復しなければならな

い。 

 

17．施工計画等 

  総合図による検討をもとに施工図を作成し、速やかに監理者の承諾をうけること。 

 

18．図面と仕様書等一致しない工法、材料がある場合、その他疑義が生じた場

合等は、監理者及び監督員の指示による。 

 

19．工事による廃材 

  廃材（塗料空缶等含む）・廃棄物・一般ｺﾞﾐ等は、東村の規定に基づいた分別をし、ﾘｻｲ

ｸﾙ処理に努め(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄを提出し、処理方法を明確にすること。)環境配慮に努めなければ

ならない。 

 

20．その他 

  公害の発生防止に万全な対策をする事。 

赤土流出防止対策に準ずる対策を取る事。 

工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他

の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。 

 



別紙１ 

 

提出書類一覧表 

件数 名    称 部 数 備考 

１ 工事着工届 ２ 着手時 

２ 現場代理人、主任技術者 ２ 〃（資格証明書及び経歴書） 

３ 施工計画書 １ 契約締結後 14 日以内 

４ 工事工程表 １ 〃 

５ 下請通知 １ 必要の都度 

６ 資材承認願い １ 〃 

７ 機器・材料の検査願（材料承認図） １ 〃 

８ 機器・材料の検査証明書 １ 〃 

９ 機器・材料の試験証明書 １ 〃 

10 工事施工承認図 １  

11 工事既済部分の検査願書 １ 必要の都度 

12 工事日誌 １  

13 工事記録写真・完成写真 １ 工事完成又は請求の都度 

14 工事完成届 ２ 完成時 

15 竣工図書類 ２ 〃 

16 届出書及び報告簿類 １ 〃 

17 材料受払簿 １ 〃 

18 工事進捗状況報告書 １ 必要の都度 

19 その他、監督職員の指示するもの 指定部数  

    

※１～19 の提出書類のうち、監督職員の指定する図書類について電子データも併せて提出

するものとする。 

※部数については特記仕様書で定められたものについて、それを優先する。 

 

 


